
19
日　

国
民
健
康
保
険
税
第
５
期

分
の
督
促
状
の
発
送

26
日　

固
定
資
産
税
第
４
期
分
、

国
民
健
康
保
険
税
第
６
期
分
の

納
期
限

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０
円

の
督
促
料
と
延
滞
金
を
い
た
だ

き
ま
す
。

※
口
座
振
替
ご
利
用
の
方
は
、
納

期
限
日
の
残
高
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

12
月
１
日
現
在
で
、
新
た
に
登

録
さ
れ
る
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を

行
い
ま
す
。

■
新
規
登
録
者

　

昭
和
63
年
９
月
３
日
～
同
年
12

月
２
日
に
生
ま
れ
た
方
お
よ
び
平

成
20
年
６
月
２
日
～
同
年
９
月
１

日
に
転
入
の
届
出
を
し
た
方
で
、

平
成
20
年
12
月
１
日
現
在
に
お
い

て
、
平
成
20
年
９
月
２
日
か
ら
引

き
続
き
西
条
市
の
住
民
基
本
台
帳

に
記
録
さ
れ
て
い
る
方
。

■
縦
覧
期
間

　

12
月
３
日
㈬
～
７
日
㈰

　

８
時
30
分
～
17
時

■
縦
覧
場
所　

市
庁
舎
別
館
３
階

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
で
は
「《
世
界
人
権
宣
言

60
周
年
・
人
権
擁
護
委
員
制
度
60

周
年
》　

育
て
よ
う　

一
人
一
人

の　

人
権
意
識　

―

思
い
や
り
の

心
・
か
け
が
え
の
な
い
命
を
大
切

に―

」
を
テ
ー
マ
に
、
次
の
事
項

を
強
調
事
項
と
し
て
各
種
行
事
を

実
施
し
ま
す
。

■
強
調
事
項

○
女
性
の
人
権
を
守
ろ
う

○
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う

○
高
齢
者
を
大
切
に
す
る
心
を
育

て
よ
う

○
障
害
の
あ
る
人
の
完
全
参
加
と

平
等
を
実
現
し
よ
う

○
部
落
差
別
を
な
く
そ
う

○
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
す
る
理
解

を
深
め
よ
う

○
外
国
人
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う

○
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
や
ハ
ン
セ
ン
病

患
者
等
に
対
す
る
偏
見
を
な
く

そ
う

○
刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
に
対

す
る
偏
見
を
な
く
そ
う

○
犯
罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
の
人

権
に
配
慮
し
よ
う

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た

人
権
侵
害
は
や
め
よ
う

○
性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
差
別

を
な
く
そ
う

○
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
偏
見
を

な
く
そ
う

○
性
同
一
性
障
害
を
理
由
と
す
る

差
別
を
な
く
そ
う

○
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害

問
題
に
対
す
る
認
識
を
深
め
よ

う
○
人
身
取
引
を
な
く
そ
う

■
人
権
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

人
権
問
題
で
お
困
り
の
方
は
、

次
の
相
談
機
関
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

■
相
談
機
関

○
松
山
地
方
法
務
局

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
３
２

－

０
８
８
８

○
松
山
地
方
法
務
局
西
条
支
局

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
６

－

０
１
８
８

○
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

ＴＥＬ
０
１
２
０

－

０
０
７

－

１
１
０

○
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

ＴＥＬ
０
５
７
０

－

０
７
０

－

８
１
０

　

北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害

問
題
に
関
す
る
国
民
の
認
識
を
深

め
る
と
と
も
に
、
国
際
社
会
と
連

携
し
つ
つ
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人

権
侵
害
問
題
の
実
態
を
解
明
し
、

そ
の
抑
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
平
成
18
年
６
月
に
「
拉
致

問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る

人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処
に
関
す

る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
法
律
で
は
国
と
地
方
公
共

団
体
の
責
務
等
が
定
め
ら
れ
る
と

と
も
に
、
国
民
の
間
に
広
く
拉
致

問
題
を
は
じ
め
北
朝
鮮
当
局
に
よ

る
人
権
侵
害
問
題
に
つ
い
て
の
関

心
と
認
識
を
深
め
る
た
め
、
毎
年

12
月
10
日
～
16
日
を
「
北
朝
鮮
人

権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
」
と
し
て

い
ま
す
。

　

特
定
動
物
（
人
の
生
命
・
身
体

・
財
産
に
害
を
加
え
る
恐
れ
が
あ

る
動
物
と
し
て
政
令
で
定
め
る
動

物
）
を
飼
養
・
保
管
し
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
事
前
に
愛
媛
県
知
事

の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ

　

愛
媛
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
７
７

－

９
２
０
０

ワ
ニ
ガ
メ
、
大
蛇
、
ワ
ニ
等
を

飼
う
場
合
は
許
可
が
必
要
！

12
月
の
市
税
ご
よ
み

12
月
定
時
登
録
に
よ
る
選
挙
人

名
簿
新
規
登
録
者
の
縦
覧

下水道についての疑問を下記までお寄せください
市庁舎本館下水道工務課　下水道維持係　℡0897－52－1576
日本下水道事業団四国総合事務所　　　　℡089－927－7271

　：地中の下水管はどうなっているの？
　：現在、市内の下水道は約半分の世帯に行きわたっています。各家庭か
ら排出された汚水は下水管を通って下水処理場に流れていきますが、その
管の直径は150㎜～1,350㎜、全延長は約350kmに達しています。日本全
体では、全延長が約40万㎞に達し、地球10周分もの長さになります。
　市内の下水道事業は昭和49年から始まっており、市では下水管の破損や
腐食などがないか把握するため、長い年数を経過している下水管の中にテ
レビカメラを入れて調査しています。調査の結果、特に問題があると考え
られる部分は、管内に硬化性のある繊維性の膜を挿入し、管の内面に密着
させて更生補強するなど、下水管の状態を適正に保つよう努めています。

▲

テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
調
査
の

　

作
業
概
要

▲

下
水
管
内
の
状
況

12
月
４
日
～
10
日
は
人
権
週
間

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週

間　

12
月
10
日
～
16
日
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